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令和６年 第３回 教育委員会会議録 

１．開会日時 令和６年３月２８日（木） 午後２時００分 

２．場  所 対馬市役所峰庁舎２階 会議室 

３．出席委員 一宮委員、佐伯委員、齋藤委員、早田委員 

４．出 席 者 
中島教育長、扇教育部長、扇次長兼教育総務課長、大浦学校教育課

長、財部生涯学習課長 

５．会議書記 原田課長補佐 

６．閉会日時 令和６年３月２８日（木） 午後３時１７分 

７．議 事 
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日程第 ５ 

 

 

 日程第 ６ 

 

 

 日程第 ７ 

 

 日程第 ８ 
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 日程第１０ 

 

 日程第１１ 

 

 

会議録署名委員の指名 

 

会期日程の決定 

 

教育長諸報告 

 

議案第４号 専決処分の承認を求めることについて 
      （職員の人事異動及び指導主事の任免について） 
 
議案第５号 対馬市教育委員会公印規則の一部を改正する規則につい

て 
 

議案第６号 対馬市高等学校離島留学生ホームステイ費補助金交付要

綱の一部を改正する要綱について 

        

議案第７号 対馬市社会教育委員の委嘱について 

 

議案第８号 対馬市公民館運営審議会委員の委嘱について 

 

議案第９号 対馬市スポーツ推進委員の委嘱について 

 

報告第５号 要保護及び準要保護児童生徒の認定等について 

 

その他 
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中島教育長 ただいまから、令和 6 年第 3 回対馬市教育委員会会議を開会いたし

ます。議事の進行につきましては、対馬市教育委員会会議規則により

進めたいと思います。 

では、日程第 1「会議録署名委員の指名」を行います。今回の会議録

署名委員は、一宮委員さんと齋藤委員さんを指名します。よろしくお

願いいたします。 

一宮委員 

齋藤委員 

はい。 

中島教育長 続きまして、日程第 2「会期日程の決定」でありますが、お諮りしま

す。本会議の会期は、本日 1 日にしたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

会場 「異議なし」の声。 

中島教育長 異議なしのようです。したがって、会期は本日 3月 28 日の 1 日とし

ます。会議運営につきまして、ご協力をお願いいたします。 

次に、日程第 3「教育長諸報告」を行います。資料の 2 ページをお願

いします。 

前回の教育委員会会議以降の動きについて報告します。 

2 月 28 日は、本年度最後の園長会でした。 

29 日は、美津島北部小学校の統合に関する保護者説明会を実施しま

した。 

3 月 1 日は、本年度最後の定例校長会でした。 

2 日は、豊小学校の閉校式でした。ご出席いただいた委員の皆様、あ

りがとうございました。 

4 日は、市長の当選証書付与式に出席しました。 

5 日は、本年度最後の定例教頭会でした。 

7 日から市議会の第１回定例会が始まっています。27 日が最終日で

す。 

9 日の午前中は、雨森芳洲会に文化財課長とともに出席しました。午

後は、部長、次長、文化財課長と 4 人で、芋崎砲台跡の視察に行きま

した。 

12 日は、文化財保護審議会が開催され、本年度の文化財課の施策を

説明し、委員の皆様から意見を頂戴しました。 

14 日は、雞知中学校の卒業証書授与式に出席しました。卒業生、在

校生ともに素晴らしい態度で式に臨んでいました。卒業式にご出席い

ただいた委員の皆様、ありがとうございました。 

15 日から 3日間は、市議会の市政一般質問でした。今回、教育委員
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会への質問は、1 件でした。内容は、お配りしている別紙のとおりです。

ご確認ください。 

25 日は、社会教育委員及び公民館運営審議会委員合同会議に出席し

ました。今年度の事業報告と長崎県社会教育委員連絡協議会の理事会

の報告が主な内容でした。また、次年度からの委員数の削減について

も了承いただきました。今回の会議の中で委員の皆様から、市になっ

て 20 年、各町単位で行われている行事等について、一層の精選を図っ

ても良いのではないかというご意見も頂戴しております。 

26 日は、対馬青年の家の第 2 回理事会に、市長、中対馬振興部長、

生涯学習課長などとともに出席しました。来年度の事業計画や予算な

どについて審議を行いました。 

26 日の午後は、教職員退職辞令交付式でした。出席された 7 名の先

生方に退職辞令をお渡ししました。この日は 3 名が都合によりご欠席

でした。 

27 日は、議会最終日でした。 

 なお、今年度の教職員の人事異動に関して、校長先生には 14 日、15

日に本人に通知が行われております。 

以上で報告を終わります。報告事項について何か質疑等がございま

したら、「その他」の項でお受けしたいと思います。 

続きまして、日程第 4、議案第 4号「専決処分の承認を求めることに

ついて」を議題とします。 

事務局から提案理由の説明をお願いします。 

扇課長 教育長、教育総務課長。 

中島教育長 教育総務課長。 

扇課長 それでは、ただいま議題となりました議案第 4 号「専決処分の承認を

求めることについて」の説明を申し上げます。 

なお、人事案件でございますので、議事録は作成しないこととして

おります。 

 【人事案件のため非公開】 

中島教育長 これから議案第 4 号を採決します。お諮りします。議案第 4 号「専

決処分の承認を求めることについて」は、原案のとおり承認すること

にご異議ありませんか。 

会場 「異議なし」の声。 

中島教育長 異議なしと認めます。よって、議案第 4 号は原案のとおり承認され

ました。 

続きまして、日程第 5、議案第 5号「対馬市教育委員会公印規則の一
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部を改正する規則について」を議題とします。 

事務局から提案理由の説明をお願いします。 

扇課長 教育長、教育総務課長。 

中島教育長 教育総務課長。 

扇課長 ただいま議題となりました議案第 5 号「対馬市教育委員会公印規則

の一部を改正する規則について」の提案理由と内容についてご説明申

し上げます。資料は 6 ページ、7 ページ、新旧対照表は 8 ページから

10 ページをお願いします。 

今回の改正は、作成済みの公印の書体が規則に定められた書体と相

違しているため、所要の改正を行うものです。 

資料 8 ページからの新旧対照表をご覧願います。表の下線部分、現

行の書体の項目が、かい書となっていますので、これを古印体に改正

するものでございます。 

なお、附則として施行日を、公布の日からとしております。 

以上で説明を終わります。ご審議のうえ、ご決定いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

中島教育長 はい。説明が終わりましたので、審議方よろしくお願いいたします。

質疑意見等ございませんか。 

会場 ありません。 

中島教育長  それでは質疑等ないようですので、これから議案第 5 号を採決しま

す。お諮りします。議案第 5 号「対馬市教育委員会公印規則の一部を

改正する規則について」は、原案のとおり承認することにご異議あり

ませんか。 

会場 「異議なし」の声 

中島教育長 異議なしと認めます。よって、議案第 5 号は原案のとおり承認され

ました。 

続きまして、日程第 6、議案第 6号「対馬市高等学校離島留学生ホー

ムステイ費補助金交付要綱の一部を改正する要綱について」を議題と

します。 

事務局から提案理由の説明をお願いします。 

扇課長 教育長、教育総務課長。 

中島教育長 教育総務課長。 

扇課長 ただいま議題となりました議案第 6 号「対馬市高等学校離島留学生

ホームステイ費補助金交付要綱の一部を改正する要綱について」の提

案理由と内容についてご説明申し上げます。資料は 11 ページから 14
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ページ、新旧対照表は 15 ページから 21ページになります。 

今回の改正は、長崎県高校離島留学補助事業において、離島留学生

が安心して生活できるようにするため、新たに親子留学制度に取り組

むよう補助金実施要綱が定められたことに伴い、本市においても親子

留学制度の留学生に対し補助金を交付するよう必要な改正を行うもの

でございます。 

改正の内容につきましては、15ページ、16ページの新旧対照表をご

覧願います。 

まず、題名及び第 1 条、第 6 条につきましては、その中のホームス

テイ費をホームステイ費等に改めます。それから、ホームステイ費用

をホームステイ等の費用に改めるものでございます。 

第 3 条につきましては、1 号に、これまでのホームステイ費補助金に

ついて定め、新たに第 2 号を追加し、親子留学補助金について定めて

おります。 

なお、親子留学補助金の補助金額は、留学生 1 人当たり月額 3 万円

としております。 

次に様式の変更ですが、17 ページからになります。様式第 1 号及び

様式第 3 号、様式第 5 号につきましては、先ほど申し上げたホームス

テイ費をホームステイ費等に改正しております。 

18 ページの様式第 2 号は、この補助金の事業計画書になりますが、

こちらも表題をホームステイ費等補助金と改正いたしまして、表の中

に 1 ヶ月分親子留学控除額という項目を追加しております。 

最後に様式第 6 号になりますが、これは補助金の事業実績書になり

ますが、これも表題をホームステイ費等補助金といたしまして、2事業

内訳の表に親子留学補助という項目を追加しております。 

以上で説明を終わります。ご審議のうえ、ご決定いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

中島教育長 はい。説明が終わりましたので、審議方よろしくお願いいたします。 

質疑意見等ございませんか。 

早田委員 はい、教育長。 

中島教育長 早田委員さん、どうぞ。 

早田委員 親子留学補助金の金額についてですが、よそはどのくらいですか。

壱岐市は。 

扇課長 教育長、教育総務課長。 

中島教育長 教育総務課長。 

扇課長 壱岐市も同じ金額です。五島市の奈留高校と五島南高校については
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調べたのですがわかりませんでした。 

中島教育長 一宮委員さん、どうぞ。 

一宮委員 すごくいいことだと私は思っているのですけど。補助額のことなん

ですが、ホームステイをするとそのホストファミリーの方に 8 万円で、

親子で対馬に来た場合はその補助額を 3 万円しかいただけないってこ

とですね。 

扇課長 はい、そうです。 

 【録音停止】 

 【録音再開】 

中島教育長 ほかに意見等はございませんか。 

会場 ありません。 

中島教育長  それでは意見等ないようですので、これから議案第 6 号を採決しま

す。お諮りします。議案第 6 号「対馬市高等学校離島留学生ホームス

テイ費補助金交付要綱の一部を改正する要綱について」は、原案のと

おり承認することにご異議ありませんか。 

会場 「異議なし」の声。 

中島教育長 異議なしと認めます。よって、議案第 6 号は原案のとおり承認され

ました。 

続きまして、日程第 7、議案第 7号「対馬市社会教育委員の委嘱につ

いて」を議題とします。 

事務局から提案理由の説明をお願いします。 

財部課長 教育長、生涯学習課長。 

中島教育長 生涯学習課長。 

財部課長 ただいま議題となりました議案第 7 号「対馬市社会教育委員の委嘱

について」ご説明いたします。資料の 22ページをお願いいたします。 

対馬市社会教育委員条例第 4 条の規定に基づき、別紙のとおり対馬

市社会教育委員を委嘱したいので、教育委員会の承認を求めるもので

ございます。23ページをお願いいたします。 

社会教育委員候補者名簿で 10 名を記載しておりますとおり、令和 6

年 4 月 1日から 2 年間の任期で委嘱を行うものでございます。 

なお、No.11 から No.13 が空欄となっておりますけれども、対馬市人

権教育研究会より代表 1 名、対馬市青少年健全育成連絡協議会より代

表 1 名、対馬市校長会より代表 1 名を委員として委嘱することとなっ

ておりますけれども、新任の役員については、まだ決定しない状況で

ありますので、決定次第、教育長専決事項により報告することとさせ
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ていただきたいと思っております。 

また、今回から社会教育委員の定数見直しを行っております。理由

といたしましては、平成 20 年度に一度見直しを行っておりますけれど

も、その後、見直しを行っておりません。対馬市の人口減少にも伴い、

現在の人口規模に見合った社会教育委員数に見直す必要があるのでは

ないかということと、対馬市なって 20 年を迎えるに当たりまして、旧

6 町単位での各委員を選任することを続けていくのではなく、対馬市

全体で事業の見直しや会員数についても考えていく必要があるのでは

ないかということで、長崎県内各種の委員数も参考にしながら今回見

直しを行い、前回の委嘱が 17 名でしたけれども、今回は 13 名とさせ

ていただいております。この委員数の減の内訳につきましては、これ

までは、各町 2 名の 12 名、各団体が 5 団体で計 17 名ということにし

ておりましたけれども、今回から各町 1 名ずつ、そして厳原・美津島

を下地区、豊玉・峰地区を中地区、そして上対馬、上県を上地区という

ことで 3 地区から各 1 名ということで、各町の 6 名にプラス上中下地

区の 3 名を加えた 9 名、それに社会教育団体の 5 団体から、地域で子

育てを考える会の方を今回検討させていただきまして、4 団体の社会

教育団体を加えた 13 名の候補者となります。 

このことは 3 月 25 日の月曜日に開催しました、令和 5 年度第 2回社

会教育委員及び公民館運営審議会委員の合同会議にお諮りをしまして

承認をいただいております。 

説明は、以上になります。ご審議の上、ご承認くださいますようよろ

しくお願いいたします。 

中島教育長 はい。説明が終わりましたので、審議方よろしくお願いいたします。 

質疑意見等ございませんか。 

佐伯委員 はい、よろしいでしょうか。 

中島教育長 佐伯委員さん、どうぞ。 

佐伯委員 いつぐらいからとか、何年ぐらいなさってるかとかですね、次回で

よいので各委員さんがどれだけ貢献していただいているのかわかれば

お願いいたします。 

財部課長 わかりました。 

中島教育長 はい、一宮委員さん。 

一宮委員 はい。今、佐伯委員さんがおっしゃられたことは、たしか昨年もおっ

しゃられたんですよね。同じ意見を 2 回言われて、また来年では駄目

だと思うので、次回でもいいのできちんとしていただいた方がやっぱ

りいいのかなと。 
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あと 1 つ、地域で子育てを考える会を外されたのは、ご辞退なのか、

何か理由があったのか教えてください。 

財部課長 教育長、生涯学習課長。 

中島教育長 生涯学習課長。 

財部課長 すいません。経験年数については確認不足でした。次回までに資料

を整理して提出したいと思います。 

それと、地域で子育てを考える会の件ですが、委員の人数を見直し

たいということで提案させていただきましたところ、先方から辞退の

申し出がありました。 

一宮委員 はい、教育長。 

中島教育長 一宮委員、どうぞ。 

一宮委員 それでしたら理解できました。ありがとうございます。 

以上です。 

中島教育長 ほかに質疑等はございませんか。 

会場 ありません。 

中島教育長  それでは質疑等ないようですので、これから議案第 7 号を採決しま

す。お諮りします。議案第 7 号「対馬市社会教育委員の委嘱について」

は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

会場 「異議なし」の声 

中島教育長 異議なしと認めます。よって、議案第 7 号は原案のとおり承認され

ました。 

続きまして、日程第 8、議案第 8号「対馬市公民館運営審議会委員の

委嘱について」を議題とします。 

事務局から提案理由の説明をお願いします。 

財部課長 教育長、生涯学習課長。 

中島教育長 生涯学習課長。 

財部課長 資料の 24ページをお願いいたします。 

ただいま議題となりました議案第 8 号「対馬市公民館運営審議会委

員の委嘱について」ですが、対馬市市公民館条例第 13 条第 3 項の規定

に基づき、別紙のとおり対馬市公民館運営審議会委員を委嘱したいの

で、教育委員会の承認を求めるものでございます。 

資料の 25ページをお願いいたします。公民館運営審議会委員も、社

会教育委員同様、令和 6 年 4 月 1 日から 2 年間の任期で委嘱を行うも

のでございます。 

なお、前々回の委嘱からですが、先ほど承認いただいた社会教育委
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員の 1 番から 9 番までの 9 名の委員に公民館運営審議会委員を兼務し

ていただき、公民館を含めた広い分野での社会教育へのご意見とご助

言をいただくような体制としております。また、社会教育委員の委嘱

についてでもご説明いたしましたけれども、公民館運営審議会委員の

数も社会教育委員同様に見直しを行いまして、前回委嘱は 12 名で、内

訳として各町 2名ずつの 6 町で 12 名でしたけれども、今回は 9 名、各

町 1 名の 6 名と上・中・下の 3 地区から 1 名ずつの 3 名を加えた体制

としております。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認くださいますようよ

ろしくお願いいたします。 

中島教育長 はい。説明が終わりましたので、審議方よろしくお願いいたします。 

質疑意見等ございませんか。 

会場 ありません。 

中島教育長  それでは、質疑等ないようですので、これから議案第 8 号を採決し

ます。お諮りします。議案第 8 号「対馬市公民館運営審議会委員の委

嘱について」は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

会場 「異議なし」の声 

中島教育長 異議なしと認めます。よって、議案第 8 号は原案のとおり承認され

ました。 

続きまして、日程第 9、議案第 9号「対馬市スポーツ推進委員の委嘱

について」を議題とします。 

事務局から提案理由の説明をお願いします。 

財部課長 教育長、生涯学習課長。 

中島教育長 生涯学習課長。 

財部課長 資料の 26ページをお願いいたします。ただいま議題となりました議

案第 9 号「対馬市スポーツ推進委員の委嘱について」ですが、スポー

ツ基本法第 32 条第 1 項の規定に基づき、別紙のとおり対馬市スポーツ

推進委員の委嘱をしたく教育委員会の承認を求めるものでございま

す。 

資料の 27ページから 29ページになりますけれども、54 名のスポー

ツ推進委員を委嘱することとしております。通常は、各町から 10 名ず

つを委嘱をさせていただくこととしておりますけれども、厳原、豊玉、

峰、上県、上対馬において退任される方の後任の調整がつかず、各町

10 名に達しておりませんけれども、後任を探していく方向で進めてお

ります。よって、今回は 54 名の委嘱とさせていただいております。 

以上で説明を終わります。ご審議の上ご承認くださいますようよろ
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しくお願いいたします。 

中島教育長 はい。説明が終わりましたので、審議方よろしくお願いいたします。 

質疑意見等ございませんか。 

佐伯委員 すみません。 

中島教育長 佐伯委員さん、どうぞ。 

佐伯委員 はい、こちらもご多分に洩れず、高齢化がかなり進んでいるようで

すけど、若い人はなかなかされたがらないですよね。 

財部課長 おっしゃられるとおり、やっていただく方がなかなか見つからない

状況で、各町の委員の方は大変苦労されている状況なんですけど。こ

の名簿を見ると世代交代も図っていかないといけないということは思

ってはいるのですが、現状は難しいところです。 

佐伯委員 はい。 

中島教育長 佐伯委員さん、どうぞ。 

佐伯委員 それで、1 つご検討いただきたいんですけど、例えば、高校生とかを 

期間限定でこういったふうなことの補助の役職とかにできないのかと

か素人考えで思っています。こういう役職があって、人の役に立って

るんだっていうような体験をしていただくっていうようなことも検討

いただけたらと思います。 

財部課長 ちょっと中身を整理してですね、検討させていただきたいと思いま

す。 

中島教育長 ほかに質疑ご意見はありませんか。 

会場 ありません。 

中島教育長  それでは、質疑等ないようですので、これから議案第 9 号を採決し

ます。お諮りします。議案第 9 号「対馬市スポーツ推進委員の委嘱に

ついて」は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

会場 「異議なし」の声 

中島教育長 異議なしと認めます。よって、議案第 9 号は原案のとおり承認され

ました。 

続きまして、日程第 10、報告第 5号「要保護及び準要保護児童生徒

の認定等について」を議題とします。 

事務局から報告をお願いします。 

大浦課長 教育長、学校教育課長。 

中島教育長 はい、学校教育課長。 

大浦課長 それでは、資料 30 ページをご覧ください。 

経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒について、対馬
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市就学援助事務取扱要綱の規定により要保護及び準要保護児童生徒と

して認定等を行ったので報告をいたします。 

資料の 31ページ、32ページをご覧ください。 

なお、校種別、学校別の児童生徒の氏名等については、別にお配りし

ている資料をご参照ください。この資料については、この会議終了後

に回収いたしますことをご了承ください。 

今回は、令和 6 年 2 月 1 日現在の認定者数と、令和 6 年 3 月 1 日現

在で認定した要保護及び準要保護の人数を報告いたします。 

小学校の準要保護認定者は、2 月 1日現在の認定者が 162 名。3 月 1

日現在の新規認定が 3名おります。合計で 165 名となっております。 

中学校の準要保護認定者数は、2月 1 日現在の認定者が 118 名。3 月

1 日現在の新規認定等はありませんでしたので、同じく 118 名となり

ます。 

次に、要保護についてです。 

小学校の要保護の認定者は、2 月 1 日現在の認定者が 12 名。3 月 1

日現在の新規認定はありませんでしたので同じく 12 名です。 

中学校の要保護認定者数は 2 月時現在の認定者が 11 名。3 月 1 日現

在の新規認定等はありませんでしたので同じく 11 名となっておりま

す。 

以上で報告を終わります。 

中島教育長 報告は終わりましたが、この件に関して質疑等はありませんか。 
会場 ありません。 

中島教育長 質疑等ないようですから、報告第 5 号「要保護及び準要保護児童生

徒の認定等について」の報告は終了いたします。 

日程第 11、その他の項に移ります。まず、各課の事業予定を報告させて

いただきます。教育総務課から順に主な内容について報告をお願いしま

す。 

扇課長 教育長、教育総務課長。 

中島教育長 教育総務課長。 

扇課長 それでは教育総務課関係の事業についてご説明いたします。 

4 月 1日月曜日に市職員の辞令交付式を行います。 

7 日日曜日は、対馬市退職校長会へ教育長が出席されます。 

11 日木曜日は、豆酘小・中学校統合に係る地区説明会を開催いたしま

す。 

13 日土曜日は、市制施行 20 周年記念式典が対馬市交流センターで開催

されます。 
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4 月 18 日木曜日から 19日金曜日にかけて長崎県都市教育長協議会が長

崎市で開催されます。教育長が出席いたします。 

20 日月曜日は、令和 6年度学校予算配分説明会を開催いたします。 

24 日水曜日、長崎県市町村教委連理事会が佐世保市で開催されます。 

教育総務課は以上です。 

大浦課長 教育長、学校教育課長。 

中島教育長 学校教育課長。 

大浦課長 はい、学校教育課関係になります。 

4 月 5日、第 1 回幼稚園こども園の園長会です。同日の午後からは合同

研修会があります。 

8 日は、第 1 学期の始業式です。 

9 日は、小・中学校で入学式が実施されます。10 日に実施される小学校

もあります。 

11 日は、厳原幼稚園と鶏鳴幼稚園の入園式になります。 

12 日は、比田勝こども園の入園式となっております。 

16 日、新補及び転入管理職員の研修会。午後から第 1 回対馬市校長会が

開催されます。 

17 日は、4月の定例校長会です。 

18 日、全国学力学習状況調査が実施されます。合わせて 18、19 日 2日

間で県学力調査が実施されます。 

23 日、第 1 回対馬市教頭会が開催されます。午後からは定例教頭会とな

っております。 

学校教育課関係は、以上です。 

財部課長 教育長、生涯学習課長。 

中島教育長 生涯学習課長。 

財部課長 はい、生涯学習課関係についての主な予定は現在のところございません

が、月間業務としましては、新年度の各施設の委託契約業務を進めてまい

ります。 

簡単ですけど、生涯学習課からは以上です。 

扇課長 教育長、教育総務課長。 

中島教育長 教育総務課長。 

扇課長 本日、文化財課長が欠席していますので、私の方から文化財課関係の予

定について説明いたします。 

まず、4月 10日金曜日に、未来共創フェロー委嘱式が対馬市交流センタ

ーで開催されます。相川七瀬さんに委嘱の予定です。 
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16 日は、新補及び転入管理職研修会で講師として出席します。 

それから 22、23 日は、元寇所縁ネットワーク発足式が福岡市で開催さ

れる予定です。 

文化財課関係については、以上です。 

大浦課長 教育長、学校教育課長。 

中島教育長 学校教育課長。 

大浦課長 学校教育課関係の予定で追加がございます。 

25 日、26 日の 2 日間で義務教育課関係の指導主事等の研修会が長崎県

庁で開催されます。学校教育課長以下全ての指導主事が出席をします。 

以上です。 

中島教育長 各課の事業予定の報告を終わりましたが、この件に関して質疑等は

ございませんか。 

会場 ありません。 

中島教育長 では、委員さんから何かその他の事項でございますか。 

会場 ありません。 

中島教育長 それでは本日の会議はこれで終了いたしますが、次回の会議日程の

件で事務局からお願いします。 

事務局 失礼します。次回は 4 月 16 日火曜日、午後 4 時 30 分から対馬市交

流センター4 階視聴覚室を予定しております。 

中島教育長 はい、次回の会議日程について提案がありましたけれども、皆様の

ご都合はよろしいでしょうか。 

会場 はい。 

中島教育長 それでは次回の会議を 4月 16 日火曜日に開催いたします。開始時刻

は午後 4 時 30 分から対馬市交流センター4 階視聴覚室の予定ですが、

後日、事務局から改めて通知をいたします。 

これで本日の日程は全部終了しましたので会議を閉じます。以上で

令和 6 年第 3 回対馬市教育委員会会議を閉会します。お疲れさまでし

た。 

会場 お疲れさまでした。 
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